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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２５年３月４日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市下島西方沖 

 対馬市所在の豆酘
つ つ

埼灯台から真方位２６８°２２.０海里付近 

 （概位 北緯３４°０９.６′ 東経１２８°４４.０′） 

事故調査の経過  平成２５年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 １１琥珀
こ は く

、１９トン 

 ＮＳ２－２３０８５（漁船登録番号）、株式会社好福水産 

 １７.７３ｍ（Lr）×５.４０ｍ×１.９７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５５８kＷ、平成８年１２月 

 第２９１－３６８１８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成元年３月３０日 

  免許証交付日 平成２１年２月９日 

         （平成２６年３月２９日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ４６歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、中型まき網船団の網船であり、船長、甲板員Ａ及び甲板員

Ｂほか８人が乗り組み、下島西方沖の漁場において、平成２５年３月

４日０１時ごろから３度目の操業を始めた。 

船長は、船橋で操船に当たり、運搬船にまき網のワイヤロープ２本

とアバロープ１本を託し、魚群を取り囲むため、本船からまき網を出

しながら、円を描くように左旋回して運搬船に戻り、運搬船から本船

の船首部でワイヤロープ２本とアバロープ１本を受け取った。 

船長は、甲板員Ａが船首楼甲板でアバロープを受け取り、甲板員Ｂ

及び甲板員Ｃが船橋前作業甲板でワイヤロープ２本を受け取ったこと

を確認した後、巾着を絞り込むようにまき網を巻き込んでいく作業の

全体を監督していた。 
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本船では、アバロープを受け取れば、甲板員Ａが、油圧で作動する

巻上げローラーのリールのフックに船首方からアバロープの先端のア

イを引っ掛け、ローラーのスロットルバーを操作し、巻取りを開始し

ていた。 

甲板員Ｂは、０１時１５分ごろ、甲板員Ａの「あっ」と言う叫び声

を聞き、船首楼甲板に登り、右脚にアバロープが絡んだ甲板員Ａがリ

ールの下に巻き込まれ、頭を操舵室の方に向けて腹ばいでエビ反りと

なっていたところを発見し、最大となっていたスロットルバーを戻し

てローラーを止め、甲板員Ａをリールの下から引き出したが、右脚の

付け根から大量の出血があることを確認した。 

船長は、海上保安庁に通報し、甲板員Ａの止血ができなかったの

で、安静にさせ、甲板員Ａの意識がなくなってからは心臓マッサージ

等を行いながら、対馬に向けて航走し、豆酘湾で巡視船に甲板員Ａを

引き渡したものの、甲板員Ａは、運ばれた病院において、大量の出血

による死亡が確認された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ５ 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 

 

 本船は、船体中央部に操舵室があり、操舵室前方作業甲板にワイヤ

ロープ巻上げローラー２台、船首楼甲板にアバロープ巻上げローラー

１台が設置され、作業甲板に２人及び船首楼甲板に１人の甲板員が配

置され、また、操舵室後方の甲板は網置場となっており、残りの甲板

員が網置場で作業を行い、ここから網が繰り出され、漁獲物を運搬船

に移した後、網を引き上げて網を整理していた。 

 甲板員Ａは、主にアバロープ巻上げローラーの操縦に従事してお

り、作業に慣れていた。 

甲板員Ａは、ゴム手袋、ゴム長靴及び雨合羽の上下を、その上から

救命胴衣をそれぞれ着用していた。 

本船では、本事故後、船主と乗組員で話し合い、リールでの巻込み

を防止するため、リールを囲む手すり１本を設置した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

甲板員Ａは、大量の出血で死亡した。 

本船は、対馬西方沖の漁場でまき網漁の操業中、アバロープの巻上

げ作業に従事していた甲板員Ａが、右脚にアバロープが絡み、巻上げ

ローラーのリールに巻き込まれたことから、死亡するに至ったものと

考えられる。 

目撃者がいなかったので、甲板員Ａの右脚にアバロープが絡んだ状

況を明らかにすることはできなかった。 
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原因  本事故は、夜間、本船が、対馬西方沖の漁場でまき網漁の操業中、

アバロープの巻上げ作業に従事していた甲板員Ａが、右脚にアバロー

プが絡み、巻上げローラーのリールに巻き込まれたため、発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・乗組員が作業に慣れている場合であっても、折に触れて適切な作

業手順や過去の事故事例についての話合いを行い、事故防止に努

めること。 

 


